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関係法令抜粋 

 

＜暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条＞ 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当た

る違法な行為をいう。 

（２）暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は

常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

（３）指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 

（４）指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。 

（５）指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 

（６）暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

（７）暴力的要求行為 第９条の規定に違反する行為をいう。 

（８）準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又は

その第９条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をす

ることをいう。 

 

＜平成３１年４月１日付け総税市第１７号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」

４．地場産品基準（告示第５条関係）(１)(２)＞ 

４．地場産品基準（告示第５条関係） 

 (１)基本的な考え方 

  ふるさと納税は、住所地団体へ納める個人住民税の一部をふるさと等へ実質的に移転

させる効果を持つ制度であることから、寄附金の使い途も高い公益性が求められるもの

であり、返礼品等を提供する場合も、当該返礼品等そのものが地域における雇用の創出や

新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要であ

る。したがって、返礼品等を提供する場合には、「当該都道府県等の区域内において生産

された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」（以下「地場産品」という。）

とすることとしている。 

これを踏まえ、告示第５条各号は、当該地方団体において地域経済の活性化につながっ

ているか、当該地方団体の区域内において付加価値が生じているか、という観点から定め

たものであり、各地方団体においては、そうした趣旨に沿って個別の判断を行うこと。 

また、市区町村を包括する都道府県においては、当該都道府県域の実情や他の近隣市区

町村における対応等に鑑みながら、広域の地方団体の立場から適切な助言を行う等、管内

各市区町村による告示の解釈の整合性が確保されるよう積極的な役割を果たすこと。  

（２）製造、加工その他の工程による付加価値について（告示第５条第３号関係） 
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製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断するためには、関

税法施行規則（昭和 41年大蔵省令第 55号）において、実質的な変更を加える加工又は製

造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。 

 ・ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作 

 ・ 単なる切断  ・選別  ・ 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること 

 ・ 改装  ・ 仕分け 

 ・ 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付す

ること 

 ・ 単なる混合  ・ 単なる部分品の組立て及びセットにすること 

 

＜平成３１年総務省告示第１７９号第 5条＞ 

法第３７条の２第２項第２号及び第３１４条の７第２項第２号に規定する総務大臣が定

める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの（当該各

号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。）であるこ

ととする。 

（１）当該地方団体の区域内において生産されたものであること。 

（２）当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもので

あること。 

（３）当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分

を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。 

（４）返礼品等を提供する市町村又は特別区（以下この号及び第８号において「市区町村」

という。）の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内にお

いて生産されたものと混在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限

る。）であること。 

（５）地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナル

グッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の

独自の返礼品等であることが明白なものであること。 

（６）前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて

提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。 

（７）当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当

該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。 

（８）次のいずれかに該当する返礼品等であること。  

イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号

のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの 

ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村

の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村
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の共通の返礼品等とするもの 

ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程

度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそ

れぞれ返礼品等とするもの 

（９）災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことに

より、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供

することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供する

ものであること。 

 

＜神川町ふるさと納税実施要綱（平成３０年神川町告示第８７号）第７条＞ 

返礼品等は、町へ１回につき１万円以上のふるさと納税をした寄附者のうち、住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されていない者に

贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。 

２ 返礼品等は、寄附者からの１回当たりのふるさと納税の額の３割を限度とする価格に

相当するものを当該寄附者に贈呈するものとする。 

３ 前項に規定する返礼品等の種類は、町長が別に定めるものとする。 

 


